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解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
杉
並
区
上
井
草
二
丁
目
四
三
番
一
五
号

Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｅ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

湯

悦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
文
京
区
小
石
川
五
丁
目
七
番
二
号
メ
ゾ

ン
・
ケ
イ
・
サ
ン
ク
三
〇
二
号

Ｃ
ｏ
そ
だ
て
株
式
会
社

代
表
清
算
人

細
川

洋

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
総
社
員
の

同
意
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
三
番
一
三
号
西
新

宿
水
間
ビ
ル
二
Ｆ

Ｂ
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
合
同
会
社

清
算
人

市
原

響
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
杉
並
区
西
荻
北
四
丁
目
一
〇
番
四
号

有
限
会
社
慈
光

清
算
人

鶴
見

延
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
七
丁
目
一
番
三
〇
号

株
式
会
社
大
泉
木
村
工
務
店

代
表
清
算
人

木
村

恵
治

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
三
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
台
東
区
清
川
町
一
丁
目
七
番
六
号
ダ
イ
ア

パ
レ
ス
東
浅
草
一
〇
五
号
室

株
式
会
社
家
和
商
事

代
表
清
算
人

李

鳳

元

解
散
公
告

当
社
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
六
月
十

八
日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ハ
チ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目
的
会
社

代
表
清
算
人

髙
橋

法
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
三
丁
目
一
一
番
一
九

四
〇

三
号

合
同
会
社
G
A
O

清
算
人

塚
本

美
穂

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
荒
川
区
東
尾
久
二
丁
目
二
番
九
号
三
祥
ビ

ル
二
四
一

凱
欣
株
式
会
社

代
表
清
算
人

王

瑋

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
一
丁
目
二
九
番
七
号

サ
イ
ク
ス
合
同
会
社

清
算
人

冨
樫

雅
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
荒
川
区
東
尾
久
四
丁
目
四
番
四
号

Ｏ
Ｗ
Ｓ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
林

則
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
四

二

一
四

六
本
木
三

河
台
ス
ク
エ
ア
三
Ｆ

三
二
〇

超
凡
株
式
会
社

代
表
清
算
人

何

業
凡

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
総
社
員
の
同
意
に
よ
り

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
五
丁
目
七
番
三
号
東
池
袋

五
丁
目
ビ
ル
二
階
二
四
号

合
同
会
社
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

清
算
人

小
原

祐

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
本
町
六
丁
目
二
五
番
八
号
豊
マ
ン

シ
ョ
ン
二
〇
二
号
室

華
昊
文
化
科
技
株
式
会
社

代
表
清
算
人

白
川

遥

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
板
橋
区
南
町
五
一
番
四
号

有
限
会
社
エ
ヌ
・
デ
ィ

清
算
人

長
尾

昭
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

東
京
都
葛
飾
区
堀
切
六
丁
目
三
三
番
三
号

株
式
会
社
鈴
木
玩
具
製
作
所

代
表
清
算
人

鈴
木

一
功
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